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第第        号号   議議   案案   

  

  

令令 和和 ６６ 年年 度度 敦敦 賀賀 市市 一一 般般 会会 計計 予予 算算  

  

  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市のの一一般般会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。  

  （（歳歳入入歳歳出出予予算算））  

第第１１条条  歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ  

４４００,,２２８８７７,,５５９９９９千千円円とと定定めめるる。。  

２２   歳歳入入歳歳出出予予算算のの款款項項のの区区分分及及びび当当該該区区分分ごごととのの金金額額はは、、「「第第１１表表  

歳歳入入歳歳出出予予算算」」にによよるる。。  

（（債債務務負負担担行行為為））  

第第２２条条  地地方方自自治治法法（（昭昭和和２２２２年年法法律律第第６６７７号号））第第２２１１４４条条のの規規定定にに

よよりり債債務務をを負負担担すするる行行為為ををすするるここととががででききるる事事項項、、期期間間及及びび限限度度額額

はは、、「「第第２２表表  債債務務負負担担行行為為」」にによよるる。。  

  （（地地方方債債））  

第第３３条条  地地方方自自治治法法第第２２３３００条条第第１１項項のの規規定定にによよりり起起ここすすここととががでできき

るる地地方方債債のの起起債債のの目目的的、、限限度度額額、、起起債債のの方方法法、、利利率率及及びび償償還還のの方方法法

はは、、「「第第３３表表  地地方方債債」」にによよるる。。  

  （（一一時時借借入入金金））  

第第４４条条  地地方方自自治治法法第第２２３３５５条条のの３３第第２２項項のの規規定定にによよるる一一時時借借入入金金のの

借借入入れれのの最最高高額額はは、、１１,,５５００００,,００００００千千円円とと定定めめるる。。  

  （（歳歳出出予予算算のの流流用用））  

第第５５条条  地地方方自自治治法法第第２２２２００条条第第２２項項たただだしし書書のの規規定定にによよりり、、歳歳出出予予

算算のの各各項項のの経経費費のの金金額額をを流流用用すするるここととががででききるる場場合合はは、、次次ののととおおりり

とと定定めめるる。。  

((11))  各各項項にに計計上上ししたた報報酬酬、、給給料料、、職職員員手手当当等等及及びび共共済済費費にに係係るる予予算算

額額にに過過不不足足をを生生じじたた場場合合ににおおけけるる同同一一款款内内ででののここれれららのの経経費費のの各各

項項のの間間のの流流用用  

  

第　８　号　議　案
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    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治
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第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額

（単位：千円）

13,099,142

233,047

3,500

60,000

30,000

180,000

1,600,000

10,000

16,000

70,000

2,300,000

6,000

92,752

540,317

3

6

9

12

15

17

18

21

25

27

30

33

36

39

市 税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

5
10
15
20
25
35
40

5
10
20
25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

市 民 税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
鉱 産 税
入 湯 税
都市計画税

地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税
特別とん譲与税
森林環境譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

負 担 金

使 用 料

4,346,011
7,404,707
244,696
504,504
313

23,332
575,579

46,300
145,800
23,000
17,947

3,500

60,000

30,000

180,000

1,600,000

10,000

16,000

70,000

2,300,000

6,000

92,752

471,159
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款 項 金 額

（単位：千円）

69,158
5,027,114

3,082,732

27,857

5,000,001

5,348,883

10

1,487,844

2,072,400

42

45

48

51

54

57

60

63

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債

10 手 数 料

5
10
15

5
10
15
20

5
10

5

5

5

5
10
15
20
25

5

国庫負担金
国庫補助金
委 託 金

県負担金
県補助金
県交付金
委 託 金

財産運用収入
財産売払収入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

延滞金加算金及び過料
市預金利子
貸付金元利収入
受託事業収入
雑 入

市 債

2,336,714
2,678,863
11,537

958,254
823,196
1,277,301
23,981

27,855
2

5,000,001

5,348,883

10

7,000
100

402,000
139,174
939,570

2,072,400

歳 入 合 計 40,287,599
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款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農林水産業費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

273,003

9,039,039

12,397,320

4,047,720

126,497

553,121

2,595,676

2,990,232

1,027,919

4,898,825

5

5
10
15
20
25
30

5
10
15

5
10

5

5
10
15

5

5
10
15
20
25
30

5

5
10
15

議 会 費

総務管理費
徴 税 費
戸籍住民基本台帳費
選 挙 費
統計調査費
監査委員費

社会福祉費
児童福祉費
生活保護費

保健衛生費
清 掃 費

労働諸費

農 業 費
林 業 費
水産業費

商 工 費

土木管理費
道路橋りょう費
河 川 費
港 湾 費
都市計画費
住 宅 費

消 防 費

教育総務費
小学校費
中学校費

273,003

8,529,077
329,057
132,517
1,821
10,369
36,198

6,780,460
4,993,929
622,931

1,884,988
2,162,732

126,497

263,145
110,461
179,515

2,595,676

96,491
828,020
69,822
181,389
1,444,114
370,396

1,027,919

1,456,863
647,369
374,169
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款 項 金 額

（単位：千円）

33

36

39

災害復旧費

公 債 費

予 備 費

20 幼稚園費 278,324

67,200

2,251,047

20,000

23
25
30

5
10

5

5

大 学 費
社会教育費
保健体育費

農林水産施設災害復旧費
公共土木施設災害復旧費

公 債 費

予 備 費

465,722
1,151,594
524,784

59,200
8,000

2,251,047

20,000

歳 出 合 計 40,287,599
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第第 ２２ 表表

債債 務務 負負 担担 行行 為為

（（ 単単 位位 千千 円円 ））

事事 項項 期期 間間 限限 度度 額額

防防 災災 行行 政政 無無 線線 改改 修修 費費
令令 和和 ６６ 年年 度度 かか らら

令令 和和 ７７ 年年 度度 まま でで
２２ ３３ １１ ７７ ７７ ８８

企企 業業 人人 材材 確確 保保 奨奨 学学 金金

返返 還還 支支 援援 補補 助助 金金

令令 和和 ６６ 年年 度度 かか らら

令令 和和 ７７ 年年 度度 まま でで
２２ ５５ ００ ００

金金 ヶヶ 崎崎 周周 辺辺 公公 園園 等等

実実 施施 設設 計計 業業 務務 委委 託託 料料
令令 和和 ７７ 年年 度度 ４４ １１ ３３ ００ ００

第第 ２２ 環環 状状 道道 路路

概概 略略 設設 計計 業業 務務 委委 託託 料料
令令 和和 ７７ 年年 度度 ５５ ７７ ６６ ７７ ２２
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第第 ３３ 表表

地地 方方 債債

起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起 債債 のの 方方 法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

千千 円円

証証 書書 借借 入入 又又 はは

証証 券券 発発 行行

政政 府府 資資 金金

そそ のの 他他

％％ 以以 内内

（（ たた だだ しし 、、利利 率率 見見 直直

しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入 れれ

るる 政政 府府 資資 金金 及及 びび そそ

のの 他他 のの 資資 金金 にに つつ いい

てて 、、利利 率率 のの 見見 直直 しし をを

行行 っっ たた 後後 にに おお いい てて

はは 、、当当 該該 見見 直直 しし 後後 のの

利利 率率 ））

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 、、 借借 入入 先先 のの 融融

通通 条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、

又又 本本 市市 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ

りり 償償 還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 、、 繰繰

上上 げげ 償償 還還 すす るる ここ とと がが でで

きき るる 。。

男男 女女 共共 同同

参参 画画 セセ ンン タタ ーー

改改 修修 事事 業業

同同 上上 同同 上上

１１ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ２２ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

障障 害害 者者

福福 祉祉 施施 設設

改改 修修 事事 業業

同同 上上 同同 上上

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

保保 育育 園園

整整 備備 事事 業業

同同 上上 同同 上上 同同 上上

災災 害害 用用

ママ ンン ホホ ーー ルル

トト イイ レレ

整整 備備 事事 業業
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起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起 債債 のの 方方 法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

清清掃掃セセンンタターー

整整 備備 事事 業業

千千 円円

証証 書書 借借 入入 又又 はは

証証 券券 発発 行行

政政 府府 資資 金金

そそ のの 他他

％％ 以以 内内

（（ たた だだ しし 、、利利 率率 見見 直直

しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入 れれ

るる 政政 府府 資資 金金 及及 びび そそ

のの 他他 のの 資資 金金 にに つつ いい

てて 、、利利 率率 のの 見見 直直 しし をを

行行 っっ たた 後後 にに おお いい てて

はは 、、当当 該該 見見 直直 しし 後後 のの

利利 率率 ））

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 、、 借借 入入 先先 のの 融融

通通 条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、

又又 本本 市市 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ

りり 償償 還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 、、 繰繰

上上 げげ 償償 還還 すす るる ここ とと がが でで

きき るる 。。

造造 林林 事事 業業 同同 上上 同同 上上

５５ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ ５５ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利

均均 等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還

とと すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

漁漁 港港

建建 設設 事事 業業

同同 上上 同同 上上

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

金金 ヶヶ 崎崎 周周 辺辺

魅魅 力力 づづ くく りり

事事 業業

同同 上上 同同 上上 同同 上上

消消 雪雪 施施 設設

整整 備備 事事 業業

同同 上上 同同 上上

１１ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ２２ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文
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起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起 債債 のの 方方 法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

道道 路路 新新 設設

改改 良良 事事 業業

千千 円円

証証 書書 借借 入入 又又 はは

証証 券券 発発 行行

政政 府府 資資 金金

そそ のの 他他

％％ 以以 内内

（（ たた だだ しし 、、利利 率率 見見 直直

しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入 れれ

るる 政政 府府 資資 金金 及及 びび そそ

のの 他他 のの 資資 金金 にに つつ いい

てて 、、利利 率率 のの 見見 直直 しし をを

行行 っっ たた 後後 にに おお いい てて

はは 、、当当 該該 見見 直直 しし 後後 のの

利利 率率 ））

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ５５ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 、、 借借 入入 先先 のの 融融

通通 条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、

又又 本本 市市 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ

りり 償償 還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 、、 繰繰

上上 げげ 償償 還還 すす るる ここ とと がが でで

きき るる 。。

道道 路路 長長 寿寿

命命 化化 事事 業業

同同 上上 同同 上上

１１ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ２２ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

河河 川川 改改 良良

事事 業業

同同 上上 同同 上上

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

河河 川川 浚浚 渫渫

推推 進進 事事 業業

同同 上上 同同 上上

１１ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ２２ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

同同 上上 同同 上上

１１ ７７ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

敦敦 賀賀 港港

多多 目目 的的

クク レレ ーー ンン

整整 備備 事事 業業
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起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起 債債 のの 方方 法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

公公 園園 整整 備備

事事 業業

千千 円円

証証 書書 借借 入入 又又 はは

証証 券券 発発 行行

政政 府府 資資 金金

そそ のの 他他

％％ 以以 内内

（（ たた だだ しし 、、利利 率率 見見 直直

しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入 れれ

るる 政政 府府 資資 金金 及及 びび そそ

のの 他他 のの 資資 金金 にに つつ いい

てて 、、利利 率率 のの 見見 直直 しし をを

行行 っっ たた 後後 にに おお いい てて

はは 、、当当 該該 見見 直直 しし 後後 のの

利利 率率 ））

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 、、 借借 入入 先先 のの 融融

通通 条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、

又又 本本 市市 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ

りり 償償 還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 、、 繰繰

上上 げげ 償償 還還 すす るる ここ とと がが でで

きき るる 。。

公公 園園 改改 修修

事事 業業

同同 上上 同同 上上 同同 上上

北北 陸陸 新新 幹幹 線線

整整 備備 事事 業業

同同 上上 同同 上上

３３ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ５５ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

北北 陸陸 新新 幹幹 線線

関関連連公公共共施施設設等等

整整 備備 事事 業業

同同 上上 同同 上上

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ５５ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

市市 営営 住住 宅宅

改改 修修 事事 業業

同同 上上 同同 上上

１１ ５５ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文
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起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起 債債 のの 方方 法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

旧旧 ハハ ーー トト フフ ルル

・・ スス クク ーー ルル

解解 体体 事事 業業

千千 円円

証証 書書 借借 入入 又又 はは

証証 券券 発発 行行

政政 府府 資資 金金

そそ のの 他他

％％ 以以 内内

（（ たた だだ しし 、、利利 率率 見見 直直

しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入 れれ るる

政政 府府 資資 金金 及及 びびそそのの他他

のの 資資 金金 にに つつ いい てて 、、利利

率率 のの 見見 直直 しし をを 行行 っっ たた

後後 にに おお いい てて はは 、、当当 該該

見見 直直 しし 後後 のの 利利 率率 ））

１１ ００ 年年 以以 内内 のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 、、 借借 入入 先先 のの 融融

通通 条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、

又又 本本 市市 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ

りり 償償 還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 、、 繰繰

上上 げげ 償償 還還 すす るる ここ とと がが でで

きき るる 。。

西西 公公 民民 館館

建建 設設 事事 業業

同同 上上 同同 上上

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

ププ ララ ザザ 萬萬 象象

改改 修修 事事 業業

同同 上上 同同 上上 同同 上上

同同 上上 同同 上上

１１ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ２２ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

文文 化化 振振 興興 課課

旧旧 分分 室室

解解 体体 事事 業業

同同 上上 同同 上上

１１ ００ 年年 以以 内内 のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

史史 跡跡 武武 田田

耕耕 雲雲 斎斎 等等 墓墓

活活 用用 整整 備備

事事 業業
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起起 債債 のの 目目 的的 限限 度度 額額 起起 債債 のの 方方 法法 利利 率率 償償 還還 のの 方方 法法

千千 円円

証証 書書 借借 入入 又又 はは

証証 券券 発発 行行

政政 府府 資資 金金

そそ のの 他他

％％ 以以 内内

（（ たた だだ しし 、、利利 率率 見見 直直

しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入 れれ るる

政政 府府 資資 金金 及及 びびそそのの他他

のの 資資 金金 にに つつ いい てて 、、利利

率率 のの 見見 直直 しし をを 行行 っっ たた

後後 にに おお いい てて はは 、、当当 該該

見見 直直 しし 後後 のの 利利 率率 ））

１１ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ２２ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 、、 借借 入入 先先 のの 融融

通通 条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、

又又 本本 市市 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ

りり 償償 還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 、、 繰繰

上上 げげ 償償 還還 すす るる ここ とと がが でで

きき るる 。。

林林 業業 施施 設設

災災 害害 復復 旧旧

事事 業業

同同 上上 同同 上上 同同 上上

臨臨 時時 財財 政政

対対 策策 債債

同同 上上 同同 上上

２２ ００ 年年 以以 内内 （（ うう ちち 据据

置置 ３３ 年年 以以 内内 ）） のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。

たた だだ しし 書書 同同 文文

合合 計計

運運 動動 公公 園園

テテ ニニ スス

ココ ーー トト

改改 修修 事事 業業
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第第        号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市港港湾湾施施設設事事業業特特別別会会計計予予算算  

  

  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市のの港港湾湾施施設設事事業業特特別別会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるとと

こころろにによよるる。。  

  （（歳歳入入歳歳出出予予算算））  

第第１１条条  歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ２２００,,９９５５３３千千円円

とと定定めめるる。。  

２２   歳歳入入歳歳出出予予算算のの款款項項のの区区分分及及びび当当該該区区分分ごごととのの金金額額はは、、「「第第１１表表  

歳歳入入歳歳出出予予算算」」にによよるる。。  

  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                    敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治   

第　９　号　議　案
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第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額

（単位：千円）

19,738

1

1,214

3

9

12

使用料及び手数料

繰 越 金

諸 収 入

5

5

5
10

使 用 料

繰 越 金

市預金利子
雑 入

19,738

1

1
1,213

歳 入 合 計 20,953
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款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

3

4

6

9

港湾施設事業費

諸支出金

公 債 費

予 備 費

4,146

15,137

1,570

100

5

5

5

5

管 理 費

繰 出 金

公 債 費

予 備 費

4,146

15,137

1,570

100

歳 出 合 計 20,953
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第第        号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市国国民民健健康康保保険険  

（（事事業業勘勘定定のの部部及及びび施施設設勘勘定定のの部部））特特別別会会計計予予算算  

  

  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市のの国国民民健健康康保保険険（（事事業業勘勘定定のの部部及及びび施施設設勘勘定定のの部部

））特特別別会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。  

  （（歳歳入入歳歳出出予予算算））  

第第１１条条  事事業業勘勘定定のの部部のの歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ  

６６ ,,２２９９８８,,３３３３８８千千円円とと定定めめるる。。    

２２   施施設設勘勘定定のの部部のの歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ  

３３５５,,１１７７５５千千円円とと定定めめるる。。  

３３   事事業業勘勘定定のの部部及及びび施施設設勘勘定定のの部部のの歳歳入入歳歳出出予予算算のの款款項項のの区区分分及及びび

当当該該区区分分ごごととのの金金額額はは、、「「第第１１表表  歳歳入入歳歳出出予予算算」」にによよるる。。  

  （（歳歳出出予予算算のの流流用用））  

第第２２条条  地地方方自自治治法法（（昭昭和和２２２２年年法法律律第第６６７７号号））第第２２２２００条条第第２２項項たた

だだしし書書のの規規定定にによよりり、、事事業業勘勘定定のの部部及及びび施施設設勘勘定定のの部部のの歳歳出出予予算算のの

各各項項のの経経費費のの金金額額をを流流用用すするるここととががででききるる場場合合はは、、次次ののととおおりりとと定定

めめるる。。  

((11))       各各項項にに計計上上ししたた報報酬酬、、給給料料、、職職員員手手当当等等及及びび共共済済費費にに係係るる予予算算

額額にに過過不不足足をを生生じじたた場場合合ににおおけけるる同同一一款款内内ででののここれれららのの経経費費のの各各

項項のの間間のの流流用用  

((22))       保保険険給給付付費費のの各各項項にに計計上上さされれたた予予算算額額にに過過不不足足をを生生じじたた場場合合にに

おおけけるる同同一一款款内内ででののここれれららのの経経費費のの各各項項のの間間のの流流用用  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

                                    敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治   

第　10　号　議　案
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（事業勘定の部）
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第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額

（単位：千円）

1,140,691

320

1

4,617,921

530,401

1

9,003

3

6

9

12

27

30

33

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

5

5

10

5

5

5

5
10
15

国民健康保険税

手 数 料

国庫補助金

県負担金

他会計繰入金

繰 越 金

延滞金加算金及び過料
市預金利子
雑 入

1,140,691

320

1

4,617,921

530,401

1

6,000
1

3,002

歳 入 合 計 6,298,338
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款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

3

6

8

24

30

33

総 務 費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

諸支出金

予 備 費

126,701

4,564,590

1,513,197

53,697

40,053

100

5
10
15

5
10
15
20
25
30

5
10
15

5
10

5
10

5

総務管理費
徴 税 費
運営協議会費

療養諸費
高額療養費
移 送 費
出産育児諸費
葬祭諸費
傷病手当諸費

医療給付費分
後期高齢者支援金等分
介護納付金分

特定健康診査等事業費
保健事業費

償還金及び還付加算金
繰 出 金

予 備 費

88,863
37,575
263

3,932,971
611,914

70
14,500
5,050
85

1,014,483
381,444
117,270

43,888
9,809

10,001
30,052

100

歳 出 合 計 6,298,338
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（施設勘定の部）
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第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額

（単位：千円）

5,075

3

30,052

1

44

3

6

9

12

15

診療収入

使用料及び手数料

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

5

5

5

5

5

外来収入

手 数 料

事業勘定繰入金

繰 越 金

雑 入

5,075

3

30,052

1

44

歳 入 合 計 35,175

─  26  ─国民健康保険（施設勘定の部）特別会計



款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

3

6

9

総 務 費

医 業 費

予 備 費

28,305

6,820

50

5

5

5

施設管理費

医 業 費

予 備 費

28,305

6,820

50

歳 出 合 計 35,175

─  27  ─ 国民健康保険（施設勘定の部）特別会計



─  28  ─



第第        号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市介介護護保保険険特特別別会会計計予予算算  

  

  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市のの介介護護保保険険特特別別会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろ

にによよるる。。  

  （（歳歳入入歳歳出出予予算算））  

第第１１条条  歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ６６,,１１１１３３,,７７１１３３

千千円円とと定定めめるる。。  

２２   歳歳入入歳歳出出予予算算のの款款項項のの区区分分及及びび当当該該区区分分ごごととのの金金額額はは、、「「第第１１表表  

歳歳入入歳歳出出予予算算」」にによよるる。。  

  （（歳歳出出予予算算のの流流用用））  

第第２２条条  地地方方自自治治法法（（昭昭和和２２２２年年法法律律第第６６７７号号））第第２２２２００条条第第２２項項たた  

だだしし書書のの規規定定にによよりり、、歳歳出出予予算算のの各各項項のの経経費費のの金金額額をを流流用用すするるこことと  

ががででききるる場場合合はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

((11))       各各項項にに計計上上ししたた給給料料、、職職員員手手当当等等及及びび共共済済費費にに係係るる予予算算額額にに過過

不不足足をを生生じじたた場場合合ににおおけけるる同同一一款款内内ででののここれれららのの経経費費のの各各項項のの間間

のの流流用用  

((22))       保保険険給給付付費費のの各各項項にに計計上上さされれたた予予算算額額にに過過不不足足をを生生じじたた場場合合にに

おおけけるる同同一一款款内内ででののここれれららのの経経費費のの各各項項のの間間のの流流用用  

  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                    敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治   

第　11　号　議　案

─  29  ─ 介護保険特別会計



第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額

（単位：千円）

1,319,628

1

1,404,737

1,598,671

849,026

941,645

1

4

3

6

9

12

15

21

24

27

保 険 料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

5

5

5
10

5

5
15

5

5

5
10
15

介護保険料

手 数 料

国庫負担金
国庫補助金

支払基金交付金

県負担金
県補助金

一般会計繰入金

繰 越 金

延滞金加算金及び過料
市預金利子
雑 入

1,319,628

1

1,030,940
373,797

1,598,671

812,979
36,047

941,645

1

1
1
2

歳 入 合 計 6,113,713

─  30  ─介護保険特別会計



款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

3

6

9

18

総 務 費

保険給付費

地域支援事業費

諸支出金

137,056

5,673,584

267,014

36,059

5
10
15
20

5
10
15
20
25
30

6

8
10
15

5
10

総務管理費
徴 収 費
介護認定審査会費
趣旨普及費

介護サービス等諸費
介護予防サービス等諸費
その他諸費
高額介護サービス等費
高額医療合算介護サービス等費
特定入所者介護サービス等費

介護予防・生活支援サービス事

一般介護予防事業費
包括的支援事業・任意事業費
その他諸費

償還金及び還付加算金
繰 出 金

91,956
3,915
40,386
799

5,249,107
146,150
7,892
134,089
15,440
120,906

207,065

19,306
39,536
1,107

3,000
33,059

業費

歳 出 合 計 6,113,713

─  31  ─ 介護保険特別会計



─  32  ─



第第        号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計予予算算  

  

  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市のの後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるる

ととこころろにによよるる。。  

  （（歳歳入入歳歳出出予予算算））  

第第１１条条  歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ１１,,００００７７,,８８３３９９

千千円円とと定定めめるる。。  

２２   歳歳入入歳歳出出予予算算のの款款項項のの区区分分及及びび当当該該区区分分ごごととのの金金額額はは、、「「第第１１表表  

歳歳入入歳歳出出予予算算」」にによよるる。。  

  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                    敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治   

第　12　号　議　案

─  33  ─ 後期高齢者医療特別会計



第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額

（単位：千円）

794,326

30

211,642

1

1,840

3

6

12

15

18

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

5

5

5

5

5
10

後期高齢者医療保険料

手 数 料

一般会計繰入金

繰 越 金

延滞金加算金及び過料
償還金及び還付加算金

794,326

30

211,642

1

30
1,810

歳 入 合 計 1,007,839

─  34  ─後期高齢者医療特別会計



款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

3

6

9

総 務 費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

8,544

997,485

1,810

5
10

5

5

総務管理費
徴 収 費

後期高齢者医療広域連合納付金

償還金及び還付加算金

3,468
5,076

997,485

1,810

歳 出 合 計 1,007,839

─  35  ─ 後期高齢者医療特別会計



─  36  ─



第第        号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市公公共共用用地地先先行行取取得得事事業業特特別別会会計計予予算算  

  

  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市のの公公共共用用地地先先行行取取得得事事業業特特別別会会計計のの予予算算はは、、次次にに

定定めめるるととこころろにによよるる。。  

  （（歳歳入入歳歳出出予予算算））  

第第１１条条  歳歳入入歳歳出出予予算算のの総総額額はは、、歳歳入入歳歳出出そそれれぞぞれれ９９９９,,００００１１千千円円

とと定定めめるる。。  

２２   歳歳入入歳歳出出予予算算のの款款項項のの区区分分及及びび当当該該区区分分ごごととのの金金額額はは、、「「第第１１表表

歳歳入入歳歳出出予予算算」」にによよるる。。  

  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                    敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治

第　13　号　議　案

─  37  ─ 公共用地先行取得事業特別会計



第 １ 表 歳入歳出予算
１ 歳 入

款 項 金 額

（単位：千円）

99,000

1

5

15

財産収入

繰 越 金
5

5

財産売払収入

繰 越 金

99,000

1

歳 入 合 計 99,001

─  38  ─公共用地先行取得事業特別会計



款 項 金 額

２ 歳 出 （単位：千円）

15 公 債 費 99,001

5 公 債 費 99,001

歳 出 合 計 99,001

─  39  ─ 公共用地先行取得事業特別会計



─  40  ─



第第        号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度市市立立敦敦賀賀病病院院事事業業会会計計予予算算  

  

  （（総総    則則））  

第第１１条条  令令和和６６年年度度市市立立敦敦賀賀病病院院事事業業会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととここ

ろろにによよるる。。  

  （（業業務務のの予予定定量量））  

第第２２条条  業業務務のの予予定定量量はは、、次次ののととおおりりととすするる。。  

((11))  病病  床床  数数        

      一一 般般 病病 床床                333300床床   

      感感染染症症病病床床                  22床床   

((22))  患患  者者  数数  

                        年年 間間 患患 者者 数数      １１日日平平均均患患者者数数  

      入入  院院  延延                  8866,,550055人人               223377人人   

      外外 来来 延延            116677,,667700人人               669900人人   

((33))  主主要要なな建建設設改改良良事事業業  

        嶺嶺南南地地域域急急性性期期医医療療体体制制強強化化事事業業          220055,,338866千千円円  

  （（収収益益的的収収入入及及びび支支出出））  

第第３３条条  収収益益的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

収収     入入   

第第１１款款  病病 院院 事事 業業 収収 益益                      88,,550022,,778811千千円円  

第第１１項項  医医 業業 収収 益益                      77,,226688,,330000千千円円  

第第２２項項  医医 業業 外外 収収 益益                      11,,223344,,448811千千円円  

支支     出出   

第第１１款款  病病 院院 事事 業業 費費 用用                      99,,111199,,222211千千円円  

第第１１項項  医医 業業 費費 用用                      88,,990022,,992200千千円円  

第第２２項項  医医 業業 外外 費費 用用                        220044,,226622千千円円  

第第３３項項  特特 別別 損損 失失                            1111,,553399千千円円  

第　14　号　議　案

─  41  ─ 市立敦賀病院事業会計



第第４４項項  予予 備備 費費                            550000千千円円  

  （（資資本本的的収収入入及及びび支支出出））  

第第４４条条  資資本本的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

  （（資資本本的的収収入入額額がが資資本本的的支支出出額額にに対対しし不不足足すするる額額３３７７６６,,３３９９９９千千  

円円はは、、過過年年度度分分損損益益勘勘定定留留保保資資金金３３７７６６,,３３９９９９千千円円でで補補ててんんすするる  

ももののととすするる。。））  

収収     入入   

第第１１款款  資資 本本 的的 収収 入入                        445522,,443322千千円円  

第第１１項項  企企 業業 債債                        111133,,110000千千円円  

第第２２項項  負負 担担 金金                        223366,,663399千千円円  

第第３３項項  補補 助助 金金                        110022,,669922千千円円  

  第第４４項項  投投 資資 返返 戻戻 金金                              11千千円円  

支支     出出   

第第１１款款  資資 本本 的的 支支 出出                          882288,,883311千千円円  

  第第１１項項  建建 設設 改改 良良 費費                        336622,,660088千千円円  

第第２２項項  企企 業業 債債 償償 還還 金金                        442244,,222233千千円円  

    第第３３項項  投投 資資                          4422,,000000千千円円  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

─  42  ─市立敦賀病院事業会計



（（企企  業業   債債））  

第第５５条条  起起債債のの目目的的、、限限度度額額、、起起債債のの方方法法、、利利率率及及びび償償還還のの方方法法はは、、

次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

起起 債債 のの 目目 的的  限限 度度 額額  起起 債債 のの 方方 法法  利利 率率  償償 還還 のの 方方 法法  

医医 療療 機機 器器   

整整 備備 事事 業業   

千千 円円   

  

  

  

111133,,110000  

  

  

証証 書書 借借 入入 又又 はは  

証証 券券 発発 行行  

  

政政 府府 資資 金金  

そそ のの 他他  

44..00  ％％ 以以 内内   

（（ たた だだ しし 、、 利利 率率 見見

直直 しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入

れれ るる 政政 府府 資資 金金 及及 びび

そそ のの 他他 のの 資資 金金 にに つつ

いい てて 、、 利利 率率 のの 見見 直直

しし をを 行行 っっ たた 後後 にに おお

いい てて はは 、、 当当 該該 見見 直直

しし 後後 のの 利利 率率 ））   

  ５５ 年年 以以 内内（（ うう ちち 据据 置置 １１

年年 以以 内内 ））のの 元元 利利 均均 等等 又又 はは

元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと すす るる 。。   

  たた だだ しし 、、借借 入入 先先 のの 融融 通通

条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、又又 企企

業業 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ りり 償償

還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 しし 繰繰 上上 げげ

償償 還還 すす るる ここ とと がが でで きき るる 。。  

  （（一一時時借借入入金金））  

第第６６条条  一一時時借借入入金金のの限限度度額額はは、、２２,,００００００,,００００００千千円円とと定定めめるる。。  

  （（予予定定支支出出のの各各項項のの経経費費のの金金額額のの流流用用））  

第第７７条条  予予定定支支出出のの各各項項のの経経費費のの金金額額をを流流用用すするるここととががででききるる場場合合はは

次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

((11))  各各項項にに計計上上ししたた職職員員給給与与費費にに係係るる予予定定支支出出額額にに過過不不足足をを生生じじたた

場場合合ににおおけけるる同同一一款款内内ででののここれれららのの経経費費のの各各項項のの間間のの流流用用  

  （（議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればば流流用用すするるここととののででききなないい経経費費））  

第第８８条条  次次にに掲掲げげるる経経費費ににつついいててはは、、そそのの経経費費のの金金額額ををそそれれ以以外外のの経経

費費のの金金額額にに流流用用しし、、又又ははそそれれ以以外外のの経経費費ををそそのの経経費費のの金金額額にに流流用用すす

るる場場合合はは、、議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればばななららなないい。。  

        職職 員員 給給 与与 費費                          44,,663399,,001122千千円円  

  （（たたなな卸卸資資産産購購入入限限度度額額））  

第第９９条条  たたなな卸卸資資産産のの購購入入限限度度額額はは、、１１,,８８８８１１,,７７７７５５千千円円とと定定めめ

るる。。  

  

、、

─  43  ─ 市立敦賀病院事業会計



（（重重要要なな資資産産のの取取得得及及びび処処分分））  

第第１１００条条  重重要要なな資資産産のの取取得得及及びび処処分分はは、、次次ののととおおりりととすするる。。  

種種   類類             名名   称称               数数   量量   

  取取得得すするる資資産産    医医療療器器械械    核核医医学学診診断断用用装装置置            １１式式  

                  医医療療器器械械    超超音音波波画画像像診診断断装装置置          １１式式  

                  医医療療器器械械    内内視視鏡鏡シシスステテムム              １１式式  

                医医療療器器械械    ナナーーススココーールルシシスステテムム        １１式式  

  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                  敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治   
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水水道道事事業業会会計計  

第第         号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市水水道道事事業業会会計計予予算算  

  

  （（総総    則則））  

第第１１条条  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市水水道道事事業業会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろ

にによよるる。。  

  （（業業務務のの予予定定量量））  

第第２２条条  業業務務のの予予定定量量はは、、次次ののととおおりりととすするる。。  

((11))  給給 水水 戸戸 数数                          3311,,445500戸戸   

((22))  年年 間間 総総 給給 水水 量量                        99,,113300,,449900㎥㎥   

((33))  １１ 日日 平平 均均 給給 水水 量量                          2255,,001155㎥㎥   

((44))  主主要要なな建建設設改改良良事事業業  

        管管路路改改良良事事業業                                  339933,,008800千千円円  

        昭昭和和浄浄水水場場配配水水設設備備改改良良事事業業                116633,,224444千千円円  

  （（収収益益的的収収入入及及びび支支出出））  

第第３３条条  収収益益的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

収収     入入   

第第１１款款  水水 道道 事事 業業 収収 益益                      11,,448888,,229966千千円円  

第第１１項項  営営 業業 収収 益益                      11,,119911,,999999千千円円  

第第２２項項  営営 業業 外外 収収 益益                        229966,,229977千千円円  

支支     出出   

第第１１款款  水水 道道 事事 業業 費費 用用                      11,,339933,,778833千千円円  

第第１１項項  営営 業業 費費 用用                      11,,227766,,559966千千円円  

第第２２項項  営営 業業 外外 費費 用用                        111144,,223322千千円円  

第第３３項項  特特 別別 損損 失失                          22,,665555千千円円  

第第４４項項  予予 備備 費費                            330000千千円円  

  （（資資本本的的収収入入及及びび支支出出））  

第第４４条条  資資本本的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

第　15　号　議　案
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水水道道事事業業会会計計  

  （（資資本本的的収収入入額額がが資資本本的的支支出出額額にに対対しし不不足足すするる額額６６８８８８,,２２５５９９千千

円円はは、、建建設設改改良良積積立立金金２２１１００,,００００００千千円円、、過過年年度度分分損損益益勘勘定定留留保保

資資金金２２３３１１,,１１４４２２千千円円及及びび当当年年度度分分損損益益勘勘定定留留保保資資金金  

２２４４７７,,１１１１７７千千円円でで補補ててんんすするるももののととすするる。。））  

収収     入入   

第第１１款款  資資 本本 的的 収収 入入                        337766,,668866千千円円  

第第１１項項  企企 業業 債債                        222288,,550000千千円円  

第第２２項項  負負担担区区分分にに基基づづくく負負担担金金                3333,,440066千千円円  

第第３３項項  補補    助助      金金                                                  9988,,118800千千円円  

第第４４項項  工工 事事 負負 担担 金金                          1166,,660000千千円円  

支支     出出   

第第１１款款  資資 本本 的的 支支 出出                        11,,006644,,994455千千円円  

第第１１項項  建建 設設 改改 良良 費費                        666644,,990066千千円円  

第第２２項項  企企 業業 債債 償償 還還 金金                        440000,,003399千千円円  

  （（継継  続続   費費））  

第第５５条条  継継続続費費のの総総額額及及びび年年割割額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

                                                        （（ 単単 位位   千千 円円 ））   

款款   項項   事事 業業 名名  総総   額額   年年   度度   年年 割割 額額   

11  資資 本本 的的 支支 出出  11  建建 設設 改改 良良費費  

昭昭 和和 浄浄 水水 場場  

配配 水水 設設 備備  

改改 良良 事事 業業  

４４ ００ ８８ ,,１１ ００ ９９   

令令 和和 ６６ 年年 度度   １１ ６６ ３３ ,,２２ ４４ ４４   

令令 和和 ７７ 年年 度度   ２２ ４４ ４４ ,,８８ ６６ ５５   
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水水道道事事業業会会計計  

（（企企  業業   債債））  

第第６６条条  起起債債のの目目的的、、限限度度額額、、起起債債のの方方法法、、利利率率及及びび償償還還のの方方法法はは、、

次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

起起 債債 のの 目目 的的  限限 度度 額額  起起 債債 のの 方方 法法  利利 率率  償償 還還 のの 方方 法法  

配配 水水 設設 備備   

  

改改 良良 事事 業業   

千千 円円   

  

  

  

222288,,550000  

  

  

証証 書書 借借 入入 又又 はは  

証証 券券 発発 行行  

  

政政 府府 資資 金金  

そそ のの 他他  

44..00  ％％ 以以 内内   

（（ たた だだ しし 、、 利利 率率 見見

直直 しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入

れれ るる 政政 府府 資資 金金 及及 びび

そそ のの 他他 のの 資資 金金 にに つつ

いい てて 、、 利利 率率 のの 見見 直直

しし をを 行行 っっ たた 後後 にに おお

いい てて はは 、、 当当 該該 見見 直直

しし 後後 のの 利利 率率 ））   

  ４４ ００ 年年 以以 内内（（ うう ちち 据据 置置

５５ 年年 以以 内内 ））のの 元元 利利 均均 等等 又又

はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと すす るる 。。  

  たた だだ しし 、、借借 入入 先先 のの 融融 通通

条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、又又 企企

業業 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ りり 償償

還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 しし 繰繰 上上 げげ

償償 還還 すす るる ここ とと がが でで きき るる 。。  

（（一一時時借借入入金金））  

第第７７条条  一一時時借借入入金金のの限限度度額額はは、、３３００,,００００００千千円円とと定定めめるる。。  

  （（議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればば流流用用すするるここととののででききなないい経経費費））  

第第８８条条  次次にに掲掲げげるる経経費費ににつついいててはは、、そそのの経経費費のの金金額額ををそそれれ以以外外のの経経

費費のの金金額額にに流流用用しし、、又又ははそそれれ以以外外のの経経費費ををそそのの経経費費のの金金額額にに流流用用すす

るる場場合合はは、、議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればばななららなないい。。  

職職 員員 給給 与与 費費                            111133,,447777千千円円  

  （（たたなな卸卸資資産産購購入入限限度度額額））  

第第９９条条  たたなな卸卸資資産産のの購購入入限限度度額額はは、、５５,,３３７７７７千千円円とと定定めめるる。。  

  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                  敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治   
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下下水水道道事事業業会会計計  

第第         号号   議議   案案   

  

  

令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市下下水水道道事事業業会会計計予予算算  

  

  （（総総    則則））  

第第１１条条  令令和和６６年年度度敦敦賀賀市市下下水水道道事事業業会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととここ

ろろにによよるる。。  

  （（業業務務のの予予定定量量））  

第第２２条条  業業務務のの予予定定量量はは、、次次ののととおおりりととすするる。。  

((11))  接接 続続 戸戸 数数                          2266,,001100戸戸   

((22))  年年 間間 総総 処処 理理 水水 量量                        88,,779944,,332200㎥㎥   

((33))  １１ 日日 平平 均均 処処 理理 水水 量量                          2244,,009944㎥㎥   

((44))  主主要要なな建建設設改改良良事事業業  

        汚汚水水管管渠渠整整備備事事業業                          558877,,550000千千円円  

        松松島島ポポンンププ場場改改築築事事業業                      449999,,000000千千円円  

        天天筒筒浄浄化化セセンンタターー改改築築事事業業                  9922,,883377千千円円  

    （（収収益益的的収収入入及及びび支支出出））  

第第３３条条  収収益益的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

収収     入入   

第第１１款款  下下 水水 道道 事事 業業 収収 益益                      22,,558855,,117744千千円円  

第第１１項項  営営 業業 収収 益益                      11,,441122,,114499千千円円  

第第２２項項  営営 業業 外外 収収 益益                      11,,117733,,002255千千円円  

支支     出出   

第第１１款款  下下 水水 道道 事事 業業 費費 用用                      22,,440033,,887788千千円円  

第第１１項項  営営 業業 費費 用用                      22,,220011,,554488千千円円  

第第２２項項  営営 業業 外外 費費 用用                        119977,,229900千千円円  

第第３３項項  特特 別別 損損 失失                            44,,554400千千円円  

第第４４項項  予予 備備 費費                            550000千千円円  

  

第　16　号　議　案
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下下水水道道事事業業会会計計  

  （（資資本本的的収収入入及及びび支支出出））  

第第４４条条  資資本本的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

  （（資資本本的的収収入入額額がが資資本本的的支支出出額額にに対対しし不不足足すするる額額８８２２７７,,５５３３３３千千

円円はは、、過過年年度度分分損損益益勘勘定定留留保保資資金金４４８８,,２２７７６６千千円円、、当当年年度度分分損損益益

勘勘定定留留保保資資金金７７４４９９，，２２５５７７千千円円及及びび利利益益剰剰余余金金処処分分額額  

３３００,,００００００千千円円でで補補ててんんすするるももののととすするる。。））  

収収     入入   

第第１１款款  資資 本本 的的 収収 入入                      11,,554422,,112277千千円円  

第第１１項項  企企 業業 債債                      11,,000022,,770000千千円円  

第第２２項項  受受 益益 者者 負負 担担 金金                          4422,,442277千千円円  

第第３３項項  補補 助助 金金                        449911,,000000千千円円  

第第４４項項  貸貸 付付 金金 償償 還還 金金                            66,,000000千千円円  

支支     出出   

第第１１款款  資資 本本 的的 支支 出出                      22,,336699,,666600千千円円  

第第１１項項  建建 設設 改改 良良 費費                      11,,223377,,775522千千円円  

第第２２項項  企企 業業 債債 償償 還還 金金                      11,,112255,,990088千千円円  

第第３３項項  貸貸 付付 金金                              66,,000000千千円円  

    （（債債務務負負担担行行為為））  

第第５５条条  債債務務負負担担行行為為ををすするるここととががででききるる事事項項、、期期間間及及びび限限度度額額はは、、

次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

  （（単単位位  千千円円））  

事事       項項   期期       間間   限限   度度   額額   

松松 島島 ポポ ンン ププ 場場  

NN oo .. 22 排排 水水 ポポ ンン ププ  

更更 新新 事事 業業  

令令和和  ７７   年年度度かからら  

令令和和  ８８   年年度度ままでで  
８８２２３３,,００００００  

水水洗洗便便所所改改造造資資金金  

貸貸付付金金利利子子補補給給金金  

令令和和  ７７   年年度度かからら  

令令和和１１１１年年度度ままでで  
２２８８５５  

  

  

─  50  ─下水道事業会計



下下水水道道事事業業会会計計  

  （（企企  業業   債債））  

第第６６条条  起起債債のの目目的的、、限限度度額額、、起起債債のの方方法法、、利利率率及及びび償償還還のの方方法法はは、、

次次ののととおおりりとと定定めめるる。。  

起起 債債 のの 目目 的的  限限 度度 額額  起起 債債 のの 方方 法法  利利 率率  償償 還還 のの 方方 法法  

下下   水水   道道   

建建     設設   

改改 良良 事事 業業   

千千 円円   

  

  

  

772222,,660000  

  

  

証証 書書 借借 入入 又又 はは  

証証 券券 発発 行行  

  

政政 府府 資資 金金  

そそ のの 他他  

44..00  ％％ 以以 内内   

（（ たた だだ しし 、、 利利 率率 見見

直直 しし 方方 式式 でで 借借 りり 入入

れれ るる 政政 府府 資資 金金 及及 びび

そそ のの 他他 のの 資資 金金 にに つつ

いい てて 、、 利利 率率 のの 見見 直直

しし をを 行行 っっ たた 後後 にに おお

いい てて はは 、、 当当 該該 見見 直直

しし 後後 のの 利利 率率 ））   

  ４４ ００ 年年 以以 内内（（ うう ちち 据据 置置

５５ 年年 以以 内内 ））のの 元元 利利 均均 等等 又又

はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと すす るる 。。  

  たた だだ しし 、、借借 入入 先先 のの 融融 通通

条条 件件 にに 従従 いい 償償 還還 しし 、、又又 企企

業業 財財 政政 のの 都都 合合 にに よよ りり 償償

還還 年年 限限 をを 短短 縮縮 しし 繰繰 上上 げげ

償償 還還 すす るる ここ とと がが でで きき るる 。。  

資資   本本   費費   

  

平平 準準 化化 債債   

119900,,660000  同同   上上   同同   上上   

  ２２ ００ 年年 以以 内内（（ うう ちち 据据 置置

５５ 年年 以以 内内 ））のの 元元 利利 均均 等等 又又

はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと すす るる 。。  

  たた だだ しし 書書 同同 文文   

下下   水水   道道   

事事     業業   

借借   換換   債債   

8899,,550000  同同   上上   同同   上上   

  ２２ ００ 年年 以以 内内 のの 元元 利利 均均

等等 又又 はは 元元 金金 均均 等等 償償 還還 とと

すす るる 。。   

  たた だだ しし 書書 同同 文文   

合合     計計   11,,000022,,770000  
      

（（一一時時借借入入金金））  

第第７７条条  一一時時借借入入金金のの限限度度額額はは、、５５００００,,００００００千千円円とと定定めめるる。。  

  （（議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればば流流用用すするるここととののででききなないい経経費費））  

第第８８条条  次次にに掲掲げげるる経経費費ににつついいててはは、、そそのの経経費費のの金金額額ををそそれれ以以外外のの経経

費費のの金金額額にに流流用用しし、、又又ははそそれれ以以外外のの経経費費ををそそのの経経費費のの金金額額にに流流用用すす

るる場場合合はは、、議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればばななららなないい。。  

        職職 員員 給給 与与 費費                              110088,,004422千千円円  
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  （（利利益益剰剰余余金金のの処処分分））  

第第９９条条  利利益益剰剰余余金金ののううちち３３００,,００００００千千円円はは、、次次ののととおおりり処処分分すするる

ももののとと定定めめるる。。  

減減 債債 積積 立立 金金                                      3300,,000000千千円円  

  （（たたなな卸卸資資産産購購入入限限度度額額））  

第第１１００条条  たたなな卸卸資資産産のの購購入入限限度度額額はは、、１１,,００００７７千千円円とと定定めめるる。。  

  

  

    令令和和  ６６   年年   ２２   月月２２１１日日  提提出出  

  

  

  

                                敦敦賀賀市市長長    米米   澤澤   光光   治治   
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